
 

黒石市「ＵＰる」先生任用規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

平成２７年４月２７日 

 

 

黒石市教育委員会教育長 阿 保 淳 士 

 

 

黒石市教育委員会規則第６号 

 

黒石市「ＵＰる」先生任用規則の一部を改正する規則 

 

黒石市「ＵＰる」先生任用規則（平成２６年黒石市教育委員会規則第２号）の一部

を次のように改正する。 

 

第１１条第１項中「し、年間８００時間を限度として校長が定める」を「する」に

改める。 

 

附 則 

この規則は、平成２７年５月１日から施行する。 


